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新型コロナウイルス感染症の影響により、長期にわたって利用が落ち込んでいるバス

やタクシーの利用回復を図るため、バスやタクシーで利用できる割引クーポン付きチラ

シを全戸配布します。 

 

１ チラシの概要 

 (1) チラシ配布方法 

市報７月10日号にチラシを折り込み、全戸配布 

(2) チラシに付いている割引クーポンの額 

1,000円分（割引クーポン100円分×10枚） 

 

２ 割引クーポンの概要 

(1) 使い方と対象 

ア バス・タクシー乗車時の運賃割引券として使用（１会計につき５枚まで使用可） 

使用対象事業者 路線・区域 

アイ・ケーアライアンス㈱ 高速バス十日町＝新潟線 

東頸バス㈱ 
松之山温泉＝松代＝十日町線、 

松代＝室野＝豊田線 

明石交通㈱、㈲東部タクシー、 

十日町交通㈱、十日町タクシー㈱ 
各社営業区域内 

十日町市営バス事業者 全系統 

十日町市予約型乗合タクシー事業者 全区域 

 

イ バス回数券購入時の料金割引券として使用（１会計につき５枚まで使用可） 

使用対象事業者 回数券（両社共通）の購入場所 

越後交通㈱ ・越後交通㈱十日町営業所 

・南越後観光バス㈱津南営業所 南越後観光バス㈱ 

 

バスやタクシーで利用できる 

割引クーポン付きチラシを全戸配布します 

十日町市 



(2) 使用期間 

令和３年７月10日（土）～令和４年２月28日（月） 

 

 (3) その他 

  ○ 支払う必要のある運賃・料金よりも多くの額の割引クーポンを使用した場 

合、お釣りは出ません。 

   ○ 割引クーポンは、他の割引制度との併用が可能です。 

○ 割引クーポンは、他者に譲渡することも可能です。 

   ○ 複製された割引クーポンは使用できません。 

 

３ 添付資料 

チラシ（見本） 

 

 

 
■お問合せ先  

 十日町市企画政策課 企画政策係 

 担当：髙頭 成子 ☎025-757-3193 
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対象事業者 路線・区域

アイ・ケーアライアンス㈱ 高速バス 十日町＝新潟線
※ ICカードによる支払いの場合はクーポン使用不可

東頸バス㈱ ・松之山温泉＝松代＝十日町線
・松代＝室野＝豊田線

明石交通㈱
㈲東部タクシー
十日町交通㈱
十日町タクシー㈱

各社営業区域内
※代行利用の場合はクーポン使用不可
※福祉・介護タクシー利用の場合は、タクシー料金に対しクーポン　　
　使用可（介助料に対しては使用不可）

十日町市 全ての市営バス、予約型乗合タクシー

対象事業者 回数券の購入場所

越後交通㈱
南越後観光バス㈱

・越後交通㈱十日町営業所（十日町市西本町2丁目491-1）
・南越後観光バス㈱津南営業所（津南町芦ヶ崎字久保川原甲1336-3）
※どちらの営業所でも両社共通のバス回数券が購入可能


